
日程第２ 議案第７号

熊谷市立幼稚園保育料減免に関する規則の一部を改正する規則

熊谷市立幼稚園保育料減免に関する規則（平成１７年教育委員会規

則第３１号）の一部を次のように改正する。

第２条中「次の」を「別表の」に改め、同条の表を削る。

第５条中「教育委員会」を「委員会」に改める。

附則の次に別表として次のように加える。

別表（第２条関係）

備考

１ 「被保護世帯等」とは、生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）による保護を受けている世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰

階層区分 減免額

被保護世帯等の保護者 全額

当該年度に納付すべき市民税の所得割額が非課税の世

帯の保護者
全額

当該年度に納付すべき市民税の所得割額が７７，１００

円以下の世帯であって、ひとり親等世帯に該当する世帯

の保護者

全額

当該年度に納付すべき市民税の所得割額が７７，１００

円以下の世帯の保護者（第２子の保育料に係る部分に限

る。）

半額

当該年度に納付すべき市民税の所得割額が７７，１００

円以下の世帯の保護者（第３子以降の保育料に係る部分

に限る。）

全額

当該年度に納付すべき市民税の所得割額が７７，１０１

円以上の世帯の保護者（第３子以降の保育料に係る部分

に限る。）

全額



国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付

受給世帯並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定

する里親が保護者の世帯をいう。

２ 「当該年度に納付すべき市民税の所得割額」とは、保育のあっ

た月の属する年度（保育のあった月が４月から８月までの場合に

あっては、前年度）分の市民税をいう。

３ 子の数え方は、当該年度に納付すべき市民税の所得割額が

７７，１００円以下の世帯にあっては最年長の子どもから順に数

えるものとし、当該年度に納付すべき市民税の所得割額が

７７，１０１円以上の世帯にあっては小学校第３学年修了前の子

どもから順に数えるものとする。

４ 「ひとり親等世帯」とは、次に掲げる者が属する世帯とする。

⑴ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）

による配偶者のない者で現に児童を扶養している保護者

⑵ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第

４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者（障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第１９条第３項に規定する特定施設そ

の他これに類する施設に入所又は入院をしていない者（以下「在

宅障害児」という。）に限る。）

⑶ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生労働省発児第

１５６号）の規定により療育手帳の交付を受けた者（在宅障害

児に限る。）

⑷ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律

第１２３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉

手帳の交付を受けた者（在宅障害児に限る。）



⑸ 特定児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第

１３４号）に定める特別児童扶養手当の支給対象児童（在宅障

害児に限る。）

⑹ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民年金

の障害基礎年金の受給者その他これに類する者（在宅障害児に

限る。）

⑺ 委員会が生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ず

る程度に困窮していると認める者

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第２条の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る

保育料について適用し、同日前の利用に係る保育料については、な

お従前の例による。



熊谷市立幼稚園保育料減免に関する規則の一部を改正する規則

新旧対照表

熊谷市立幼稚園保育料減免に関する規則（平成 17年 教育委員会

規則第 31号）

（下線部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（ 減 免 を 受 け る 資 格 及 び 区 分 ） （ 減 免 を 受 け る 資 格 及 び 区 分 ）

第 ２ 条 保 育 料 の 減 免 を 受 け る こ と が で き

る 者 及 び そ の 減 免 す べ き 額 は 、 別 表 の と

お り と す る 。

第 ２ 条 保 育 料 の 減 免 を 受 け る こ と が で き

る 者 及 び そ の 減 免 す べ き 額 は 、 次 の と お

り と す る 。

（ そ の 他 ） （ そ の 他 ）

第 ５ 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 必

要 な 事 項 は 、 委 員 会 が 別 に 定 め る 。

第 ５ 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 必

要 な 事 項 は 、 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る 。

別 表 （ 第 ２ 条 関 係 ）

備 考

１ 「 被 保 護 世 帯 等 」 と は 、 生 活 保 護 法

（ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ４ ４ 号 ） に よ る

保 護 を 受 け て い る 世 帯 及 び 中 国 残 留 邦

人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰

国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配 偶 者

の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年

法 律 第 ３ ０ 号 ） に よ る 支 援 給 付 受 給 世

資 格 減 免 区

分

当 該 年 度 に 納 付 す べ き 市 民

税 の 所 得 割 額 が 非 課 税 と な

る 世 帯 の 保 護 者 及 び 生 活 保

護 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １

４ ４ 号 ） の 規 定 に よ る 保 護

を 受 け て い る 世 帯 の 保 護 者

全 額

階 層 区 分 減 免 額

被 保 護 世 帯 等 の 保 護 者 全 額

当 該 年 度 に 納 付 す べ き 市

民 税 の 所 得 割 額 が 非 課 税

の 世 帯 の 保 護 者

全 額

当 該 年 度 に 納 付 す べ き 市

民 税 の 所 得 割 額 が ７ ７ ， １

０ ０ 円 以 下 の 世 帯 で あ っ

て 、 ひ と り 親 等 世 帯 に 該 当

す る 世 帯 の 保 護 者

全 額

当 該 年 度 に 納 付 す べ き 市

民 税 の 所 得 割 額 が ７ ７ ， １

０ ０ 円 以 下 の 世 帯 の 保 護

者 （ 第 ２ 子 の 保 育 料 に 係 る

部 分 に 限 る 。 ）

半 額

当 該 年 度 に 納 付 す べ き 市

民 税 の 所 得 割 額 が ７ ７ ， １

０ ０ 円 以 下 の 世 帯 の 保 護

者 （ 第 ３ 子 以 降 の 保 育 料 に

係 る 部 分 に 限 る 。 ）

全 額

当 該 年 度 に 納 付 す べ き 市

民 税 の 所 得 割 額 が ７ ７ ， １

０ １ 円 以 上 の 世 帯 の 保 護

者 （ 第 ３ 子 以 降 の 保 育 料 に

係 る 部 分 に 限 る 。 ）

全 額



改 正 案 現 行

帯 並 び に 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律

第 １ ６ ４ 号 ） に 規 定 す る 里 親 が 保 護 者

の 世 帯 を い う 。

２ 「 当 該 年 度 に 納 付 す べ き 市 民 税 の 所

得 割 額 」 と は 、 保 育 の あ っ た 月 の 属 す

る 年 度 （ 保 育 の あ っ た 月 が ４ 月 か ら ８

月 ま で の 場 合 に あ っ て は 、 前 年 度 ） 分

の 市 民 税 を い う 。

３ 子 の 数 え 方 は 、 当 該 年 度 に 納 付 す べ

き 市 民 税 の 所 得 割 額 が ７ ７ ， １ ０ ０ 円

以 下 の 世 帯 に あ っ て は 最 年 長 の 子 ど も

か ら 順 に 数 え る も の と し 、 当 該 年 度 に

納 付 す べ き 市 民 税 の 所 得 割 額 が ７ ７ ，

１ ０ １ 円 以 上 の 世 帯 に あ っ て は 小 学 校

第 ３ 学 年 修 了 前 の 子 ど も か ら 順 に 数 え

る も の と す る 。

４ 「 ひ と り 親 等 世 帯 」 と は 、 次 に 掲 げ

る 者 が 属 す る 世 帯 と す る 。

⑴ 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法

（ 昭 和 ３ ９ 年 法 律 第 １ ２ ９ 号 ） に よ

る 配 偶 者 の な い 者 で 現 に 児 童 を 扶 養

し て い る 保 護 者

⑵ 身 体 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法

律 第 ２ ８ ３ 号 ） 第 １ ５ 条 第 ４ 項 の 規

定 に よ り 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受

け た 者 （ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会

生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律

（ 平 成 １ ７ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ） 第 １

９ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 特 定 施 設 そ の

他 こ れ に 類 す る 施 設 に 入 所 又 は 入 院

を し て い な い 者（ 以 下「 在 宅 障 害 児 」

と い う 。 ） に 限 る 。 ）

⑶ 療 育 手 帳 制 度 要 綱 （ 昭 和 ４ ８ 年 ９

月 ２ ７ 日 厚 生 労 働 省 発 児 第 １ ５ ６

号 ） の 規 定 に よ り 療 育 手 帳 の 交 付 を

受 け た 者 （ 在 宅 障 害 児 に 限 る 。 ）

⑷ 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関

す る 法 律 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ２ ３

号 ） 第 ４ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 精

神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 の 交 付 を 受 け

た 者 （ 在 宅 障 害 児 に 限 る 。 ）

⑸ 特 定 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 に 関 す

る 法 律（ 昭 和 ３ ９ 年 法 律 第 １ ３ ４ 号 ）

に 定 め る 特 別 児 童 扶 養 手 当 の 支 給 対

象 児 童 （ 在 宅 障 害 児 に 限 る 。 ）

⑹ 国 民 年 金 法 （ 昭 和 ３ ４ 年 法 律 第 １

４ １ 号 ） に 定 め る 国 民 年 金 の 障 害 基

礎 年 金 の 受 給 者 そ の 他 こ れ に 類 す る

者 （ 在 宅 障 害 児 に 限 る 。 ）

⑺ 委 員 会 が 生 活 保 護 法 第 ６ 条 第 ２ 項

に 規 定 す る 要 保 護 者 に 準 ず る 程 度 に

困 窮 し て い る と 認 め る 者



日程第２ 議案第８号

熊谷市教育委員会公用マイクロバス運行規程を廃止する訓令

熊谷市教育委員会公用マイクロバス運行規程（平成２３年教育委員会訓令第

３号）は、廃止する。

附 則

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。



日程第２ 議案第９号

熊谷市立教育研究所条例施行規則の一部を改正する規則

熊谷市立教育研究所条例施行規則（平成１７年教育委員会規則

第１５号）の一部を次のように改正する。

第１条中「以下「条例」を「第５条第２項において「条例」に

改める。

第２条及び第３条を削る。

第４条中「、部長」を削り、同条を第２条とする。

第５条第２項を削り、同条第３項中「上司」を「所長」に、「担

当事務」を「次に掲げる事務」に改め、同項に次の各号を加える。

⑴ 教育経営、教育方法、教科、教科以外の領域及び教育機器

の利用等についての調査研究、教育に関する各種資料の収集

管理並びに研究所の庶務に関すること。

⑵ 教育関係職員の研修に関すること。

⑶ 教育相談及び特別支援教育に関すること。

第５条中第３項を第２項とし、第４項を第３項とし、同条を第

３条とする。

第６条第１項中「研究部長が代理し、所長、研究部長、ともに

事故があるときは、第２条に規定する部の順序によって他の部長」

を「上席者」に改め、同条第２項を削り、同条を第４条とする。

第７条を第５条とし、第８条を第６条とする。

附 則

この規則は、平成３０年４月 1 日から施行する。



熊谷市立教育研究所条例施行規則の一部を改正する新旧対照表

熊谷市立教育研究所条例施行規則（平成１７年教育委員会規則第１５号）

（下線部は改正部分）

改正案 現行

○熊谷市立教育研究所条例施行規則

（趣旨）

第 1 条 この規則は、熊谷市立教育研究所条例（平成

１７年条例第８７号。第５条第２項において「条例」

という。） 第４条の規定に基づき熊谷市立教育研

究所（以下「研究所」という。）の管理運営に関し、

必要な事項を定めるものとする。

（職員）

第２条 研究所に所長及び指導主事を置く。必要によ

りその他の職員を置くことができる。

（職務）

第３条 所長は、教育長の命を受け、研究所の事務を

掌理し所属職員を指揮監督する。

２ 指導主事は、所長の命を受け次に掲げる事務を処

理する。

⑴ 教育経営、教育方法、教科、教科以外の領域及

び教育機器の利用等についての調査研究、教育に

関する各種資料の収集管理並びに研究所の庶務

に関すること。

⑵ 教育関係職員の研修に関すること。

○熊谷市立教育研究所条例施行規則

（趣旨）

第 1 条 この規則は、熊谷市立教育研究所条例（平成

１７年条例第８７号。以下「条例」という。）

第４条の規定に基づき熊谷市立教育研究所（以下

「研究所」という。）の管理運営に関し、必要な事

項を定めるものとする。

（組織）

第２条 条例第２条の業務を遂行するため、研究所に

次の部を置く。

⑴ 研究部

⑵ 研修部

⑶ 教育相談部

（分掌事務）

第３条 前条各部の分掌事務は、次のとおりとする。

⑴ 研究部 教育経営、教育方法、教科、教科

以外の領域及び教育機器の利用等についての調

査研究並びに教育に関する各種資料の収集管理

並びに研究所の庶務に関すること。

⑵ 研修部 教育関係職員の研修に関すること。

⑶ 教育相談部 教育相談及び特別支援教育に関

すること。

（職員）

第４条 研究所に所長、部長及び指導主事を置く。必

要によりその他の職員を置くことができる。

（職務）

第５条 所長は、教育長の命を受け、研究所の事務を

掌理し所属職員を指揮監督する。

２ 部長は、所長の命を受けその担当事務を処理す

る。

３ 指導主事は、上司の命を受け担当事務を処理す

る。



⑶ 教育相談及び特別支援教育に関すること。

３ その他の職員は、上司の命を受け事務に従事す

る。

第４条 所長に事故があるときは、上席者がこれを代

理する。

（研究協力員）

第５条 研究所に研究協力員（以下「協力員」という。）

を置くことができる。

２ 協力員は、条例の業務を遂行するため協力する。

３ 協力員は、熊谷市教育委員会が任命する。

（その他）

第６条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長

が別に定める。

附則

この規則は、平成 17年 10月 1日から施行する。

附則（平成 20年 2月 27日教委規則第６号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則

この規則は、平成 30年４月 1日から施行する。

４ その他の職員は、上司の命を受け事務に従事す

る。

第６条 所長に事故があるときは、研究部長が代理

し、所長、研究部長、ともに事故があるときは、第

２条に規定する部の順序によって他の部長がこれ

を代理する。

２ 所長、部長ともに事故があるときは、上席者がこ

れを代理する。

（研究協力員）

第７条 研究所に研究協力員（以下「協力員」という。）

を置くことができる。

２ 協力員は、条例の業務を遂行するため協力する。

３ 協力員は、熊谷市教育委員会が任命する。

（その他）

第８条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長

が別に定める。

附則

この規則は、平成 17年 10月 1日から施行する。

附則（平成 20年 2月 27日教委規則第６号）

この規則は、公布の日から施行する。
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